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し
て
持
鏡
耳
能
か
?
関
駿
一
再
建
間
体
へ
の
一
戦
落
を
盟
避
す
る
た
め
に
「
維
持
」
さ
れ
る
襲
欝
眼
支
(
単

に
寵
す
る
収
入
と
支
出
の
翼
賛
的
立
蓮
概
観
)
の
闘
す
と
、
そ
の
麗
鱒
で
進
行
す
る
鍵
金
盤
の
轍
舗
。
輔
溝
す
る
や
闘
機
轄
す
る
遵

債
残
高
・
:
:
・
。
遊
関
駿
の
決
算
挟
涜
か
ら
購
駿
危
機
の
襲
舗
民
ア
。
ア
口

i

る。

選
の
離
散

i譲
む

輔君寵E震と鵡議事護霊

北
海
道
の
財
政
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
、
道
は
巨
額
の
財
源
不
足
に
対
処
す
べ
く
、

1
9
9
9
年
度
か
ら
2
0
0
1
年
度
ま
で
の

3
年

間
で
、
人
件
費
の
削
減
や
施
策
全
般
に
わ
た
る
見

直
し
に
取
り
組
む
ほ
か
、
財
政
調
整
基
金
や
減
領

基
金
の
活
用
と
財
政
健
全
化
債
等
の
発
行
に
よ
り

収
支
の
均
衡
を
図
っ
て
き
た
。
ま
た
、

2
0
0
2

年
度
か
ら
は
、

2
0
0
1
年
9
月
に
策
定
し
た

「
道
財
政
の
展
望
!
こ
れ
ま
で
の
叩
年
・
こ
れ
か

ら
の
凶
年
i
」
に
沿
っ
て
、
歳
入
・
歳
出
全
般
に

わ
た
る
構
造
改
革
を
進
め
る
と
と
も
に
、

2
0
0

4
年
度
ま
で
の

3
年
間
に
限
り
、
満
期
一
括
償
還

基
金
積
立
の
一
部
保
留
や
平
準
化
と
い
う
緊
急
避

難
的
な
措
震
を
講
じ
て
き
た
。

し
か
し
、

2
0
0
1
年
度
に
は

0
・
7
%
で
あ

特集

っ
た
実
質
収
支
比
率
(
普
通
会
計
べ
i
ス
)
は
、
道

税
収
入
の
持
続
的
な
落
ち
込
み
ゃ
、
国
の
行
財
政

改
革
に
伴
う
地
方
交
付
税
等
の
大
幅
縮
減
、
介
護

保
険
や
老
人
医
療
費
な
ど
の
義
務
的
経
費
の
増
加

な
ど
か
ら
、

2
0
0
4
年
度
に
は

0
・
2
%
に
ま

で
悪
化
し
た
。
そ
し
て
、
遂
に

2
0
0
5
年
度
の

都
道
府
県
普
通
会
計
決
算
の
概
要
(
速
報
)
で
は

初
の
赤
字
(
実
質
収
支
A
3
信
円
)
と
な
り
、

1

9

6

2
年
度
以
降
、
都
道
府
県
で
は
例
を
み
な
い
、

財
政
再
建
国
体
へ
の
転
落
が
現
実
味
を
帯
び
て
き

て
い
る
(
注
l
)
。

表

1

8頁
)
は
、
道
財
政
の
収
支
見
通
し
の

変
遷
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

現
段
階
に
お
い
て
、
道
財
政
は

2
0
1
4
年
度
ま

で
危
機
的
な
状
況
が
続
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

2
0
0
4
年
度
決

算
ま
で
は
曲
が
り
な
り
に
も
実
質
収
支
黒
字
を
維

持
し
続
け
て
き
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
。

一
般
に
、
財
政
危
機
に
陥
っ
た
地
方
自
治
体
は
、

財
政
再
建
団
鉢
と
な
る
こ
と
を
酉
避
す
る
た
め

に
、
財
政
再
建
制
度
の
適
用
基
準
と
な
る
赤
字
水

準
を
超
え
な
い
よ
う
に
実
質
収
支
の
帳
尻
を
合
わ

せ
る
。
道
に
お
い
て
も
、
事
前
的
な
収
支
不
足
に

対
し
て
、
道
税
収
入
の
確
保
や
、
人
件
費
の
削
減

を
は
じ
め
と
す
る
歳
出
の
抑
制
に
よ
っ
て
、
不
足

幅
の
縮
減
に
努
め
て
き
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
対

処
に
加
え
て
、
各
種
の
基
金
や
地
方
債
を
活
用
し

た
財
源
対
策
も
併
せ
て
行
わ
れ
て
き
た
。

以
下
で
は
、
主
と
し
て

2
0
0
0
年
度
入
り
後

の
期
政
運
営
に
着
目
し
て
、
次
の

3
点
に
焦
点
を

当
て
て
い
き
た
い
。
第

1
に
、
財
政
指
標
と
し
て

の
実
質
収
支
(
比
率
)
を
取
り
上
げ
、
道
が
財
源

対
策
を
通
し
て
実
質
収
支
を
操
作
す
る
こ
と
で
、

財
政
再
建
国
体
へ
の
転
落
を
回
避
し
て
き
た
実
状

を
明
ら
か
に
す
る
。
第
2
に
、
実
質
収
支
と
プ
ラ

イ
マ
リ

1
・
バ
ラ
ン
ス
(
基
礎
的
財
政
収
支
)
と
の
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比
較
を
通
し
て
、
実
質
収
支
が
単
年
度
の
財
政
運

営
を
ど
の
く
ら
い
ミ
ス
リ
ー
ド
し
て
き
た
か
を
確

認
す
る
。
そ
し
て
、
第
3
に
、
財
政
状
況
を
よ
り

包
括
的
に
判
断
す
る
た
め
に
は
、
単
年
度
の
財
政

収
支
の
み
な
ら
ず
、
財
政
の
ス
ト
ッ
ク
面
に
も
目

配
り
し
た
中
長
期
的
な
射
程
が
必
要
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
プ
ラ
イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン
ス
と
要
返
済
債

務
残
高
の
関
係
か
ら
道
財
政
の
持
続
可
能
性
に
つ

い
て
概
観
す
る
。

(注
1
)
こ
れ
ま
で
に
財
政
再
建
団
体
と
な
っ
た
都
道
府
県

の
例
と
し
て
は
、
青
森
県

(
1
9
5
7
1
1
9
6
1
年
度
)

と
和
歌
山
県

(
1
9
6
0
1
1
9
6
2年
度
)
が
あ
る
。

羅
個
個
聞
記
騨
灘
鱒
欝
拡
よ
る

現
行
の
財
政
再
建
制
度
で
は
、
実
質
収
支
比
率

が
都
道
府
県
で
轟

5
%
、
市
町
村
の
場
合

A
m
%

を
超
え
る
と
、
財
政
再
建
国
体
と
な
る
か
否
か
の

選
択
を
迫
ら
れ
る
(
注
2
)
0
財
政
再
建
国
体
と
は
、

地
方
財
政
再
建
促
進
特
別
措
置
法
第
幻
条
第
2
項

に
基
づ
い
て
、
「
準
用
再
建
」
を
行
う
団
体
の
こ

と
を
い
う
(
注
3
)
0

も
し
、
地
方
自
治
体
が
財
政

再
建
団
体
と
な
る
こ
と
を
選
択
し
な
か
っ
た
場
合

に
は
、
「
自
主
再
建
」
の
道
を
歩
む
こ
と
と
な
る

が
、
こ
の
場
合
は
、
新
規
起
債
を
抑
制
し
公
債
費

を
削
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
財
政
の
建
て
直
し
を

図
る
こ
と
と
な
る
。

自
主
再
建
の
場
合
、
地
方
債
の
発
行
が
制
限
さ

れ
る
以
外
、
国
な
ど
か
ら
の
制
約
が
な
い
。
反
面
、

法
律
に
よ
る
優
遇
措
霊
や
国
の
財
政
措
置
が
全
く

受
け
ら
れ
な
く
な
る
。
一
方
、
財
政
再
建
国
体
と

な
る
場
合
は
、
財
政
再
建
計
画
を
策
定
し
、
総
務

大
臣
の
同
意
を
得
て
、
国
の
指
導
・
監
督
の
下
に

計
画
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、

住
民
税
な
ど
の
標
準
税
率
を
超
え
た
課
税
や
使
用

料
・
手
数
料
(
保
育
料
、
住
民
票
交
付
手
数
料
、
公
共
施

設
使
用
料
な
ど
)
の
負
担
増
、
国
民
健
康
保
険
料
の

引
き
上
げ
な
ど
の
歳
入
増
計
画
、
職
員
の
整
理
や

給
与
水
準
の
引
き
下
げ
、
地
方
自
治
体
が
独
自
に

行
っ
て
い
る
事
業
の
縮
小
や
廃
止
、
投
資
的
経
費

や
各
種
団
体
ヘ
交
付
す
る
補
助
金
の
削
減
な
ど
の

歳
出
削
減
計
画
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
予

算
主
義
に
基
づ
く
地
方
自
治
に
お
い
て
、
予
算
編

成
に
対
す
る
制
約
は
決
定
的
で
あ
り
、
財
政
再
建

団
体
と
な
る
こ
と
は
、
事
実
上
、
地
方
自
治
権
の

返
上
を
意
味
す
る
。
こ
の
た
め
、
各
自
治
体
は
財

政
再
建
団
体
へ
の
転
落
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
財
政
再
建
国
体
と
な
る
か
否

か
に
と
っ
て
重
要
な
指
標
で
あ
る
実
質
収
支
と
実

質
収
支
比
率
の
定
義
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ

う
。
こ
れ
ら
の
指
標
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
以
下
の
よ

う
に
定
義
さ
れ
る
。

実
質
収
支
日
歳
入
i

歳
出
!
翌
年
度
へ
繰
り
越
す

べ

き

財

源

川

実
質
収
支
比
率
日
実
雲
収
支
/
標
準
財
政
規
模

ω

実
質
収
支
と
は
、
歳
入
・
歳
出
差
額
の
形
式
収

支
か
ら
、
翌
年
度
へ
繰
り
越
す
べ
き
財
源
を
控
除

し
た
績
を
い
う
。
こ
れ
は
、
形
式
収
支
に
発
生
主

義
の
要
素
を
加
味
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
年
度

に
属
す
べ
き
収
入
と
支
出
の
実
質
的
な
差
額
を
意

味
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
実
質
収
支
は
地
方
自

治
体
の
財
政
運
営
の
良
一
台
を
判
断
す
る
指
標
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

図

1
(
笠
貝
)
は
、

2
0
0
0
年
度
か
ら

2
0

0
4
年
度
に
か
け
て
の
実
質
収
支
比
率
(
普
通
会
計
)

と
、
基
金
や
地
方
債
を
活
用
し
た
財
源
対
策
に
よ

る
押
し
上
げ
効
果
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
い
う
基
金
活
用
と
は
、
各
年
度
の
期

政
調
整
基
金
、
減
債
基
金
の
取
り
崩
し
額
(
ネ
ッ

ト
)
と
積
立
保
留
を
指
し
、
地
方
債
の
活
用
は
、

各
年
度
に
発
行
さ
れ
た
退
職
手
当
債
、
財
政
健
全

化
債
の
額
を
指
し
て
い
る
。
図
1
に
お
い
て
、
実

質
収
支
比
率
(
導
通
会
計
)
は
折
れ
線
グ
ラ
フ
に
よ

っ
て
示
さ
れ
、
基
金
活
用
の
標
準
財
政
規
模
に
対

す
る
比
率
と
地
方
債
活
用
の
標
準
財
政
規
模
に
対

す
る
比
率
が
、
財
源
対
策
の
効
果
と
し
て
積
み
上

げ
棒
グ
ラ
フ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

2
0
0
0
年
度
入
り
後
の
実
質
収
支
比
率
(
普

通
会
計
)
は
、

2
0
0
4
年
度
を
除
く
と
、

0
・

7
%
か
ら

0
・
9
%
の
レ
ン
ジ
で
比
較
的
安
定
し

た
推
移
が
み
て
と
れ
る
。
他
方
、
財
源
対
策
に
よ

しやり(cf、り 20DECEMBER 2006 
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る
押
し
上
げ
効
果
に
つ
い
て
は
、
経
年
的
に
高
ま

る
傾
向
に
あ
り
、
道
の
財
政
運
営
が
年
々
厳
し
さ

を
増
し
て
き
で
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
川

式
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
実
質
収
支
を
改
善
す
る

た
め
に
は
、
歳
入
を
増
加
さ
せ
る
か
、
歳
出
を
減

少
さ
せ
れ
ば
よ
い
。
歳
入
に
つ
い
て
は
、
道
税
の

ほ
か
に
道
債
や
繰
入
金
も
財
源
と
し
て
計
上
さ
れ

て
い
る
の
で
、
た
と
え
税
収
が
増
加
し
な
く
て
も

道
債
の
発
行
や
基
金
の
取
崩
・
積
立
保
霞
に
よ
っ

て
増
加
し
、
実
費
収
支
は
改
善
す
る
。
実
際
、

2

0
0
0
年
度
以
降
の
財
政
運
営
で
は
、
財
政
健
全

化
債
と
退
職
手
当
債
と
い
っ
た
道
僚
の
発
行
や
、

財
政
諮
整
基
金
、
減
債
基
金
の
叡
り
崩
し
・
積
立

保
留
に
よ
る
財
源
対
策
に
よ
っ
て
歳
入
が
確
保
さ

れ
、
実
質
収
支
比
率
(
普
通
会
計
)
を

3
1
5
%押

し
上
げ
る
格
好
と
な
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な

ら
ば
、
も
し
こ
う
し
た
財
源
対
策
が
採
ら
れ
て
い

な
け
れ
ば
、

2
0
0
3
年
度
に
は
実
質
収
支
比
率

A
5
%
を
割
り
込
み
、
道
は
財
政
再
建
国
体
へ
の

転
落
が
不
可
避
な
状
況
に
陥
っ
て
い
た
と
推
察
さ

れ
る
。

特集

さ
ら
に
、
こ
の
間
の
財
源
対
策
に
立
ち
入
っ
て

み
る
な
ら
ば
、
財
政
調
整
基
金
が

1
9
9
0年
代

後
半
か
ら
の
相
次
ぐ
取
り
崩
し
に
よ
っ
て
枯
渇
す

る
中
で
、
満
期
一
括
償
還
基
金
へ
の
積
立
保
留
と

い
う
形
で
の
歳
出
抑
制
が
行
わ
れ
て
き
た
(
割

2

・
笠
良
)
。
他
方
、
地
方
債
に
つ
い
て
は
、

2
0

0
0年
度
か
ら
財
政
健
全
化
債
が
、

2
0
0
5年

震
か
ら
は
退
職
手
当
債
が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
財
政
健
全
化
債
は
、
行
財
政
改
革
の
確
実

な
取
り
組
み
に
よ
り
将
来
の
財
政
負
担
の
軽
減
が

見
込
ま
れ
る
範
閣
内
に
お
い
て
、
起
債
が
許
可
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
財
政
健
全
化
債
や

退
職
手
当
債
は
後
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
に
参

入
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
活
用
は
、
公
債
費

負
担
の
増
加
か
ら
財
政
運
営
を
よ
り
一
層
硬
直
化

さ
せ
る
危
険
を
苧
ん
で
い
る
。

(注
2
)
財
政
再
建
自
体
に
な
る
か
ど
う
か
の
選
択
は
、
赤

字
国
体
の
意
思
(
議
会
の
議
決
)
に
よ
る
。

(注
3
)
本
来
、
助
一
政
再
建
団
体
は
、
地
方
期
政
再
建
促
進

特
別
加
措
置
法
に
基
づ
き
、
財
政
再
建
を
行
っ
て
い
る
地
方
自

治
体
を
指
し
、
開
法
で
は
、

l
9
5
4
年
度
の
赤
字
団
体
で

あ
っ
て
、
そ
の
財
政
再
建
計
画
に
つ
い
て
大
臣
の
承
認
を
受

け
た
盟
体
を
「
財
政
再
建
団
体
」
と
定
義
し
て
い
る
。

-
9

5
5
年
度
以
降
の
赤
字
図
体
に
つ
い
て
は
、
日
間
法
泣
条
の
規

定
を
「
準
用
」
し
て
財
政
符
建
を
行
う
こ
と
か
ら
「
財
政
再

建
準
問
団
体
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

襲
欝
職
時
翼
閣
記

ブ
一
?
イ
マ
N
v
i

ヘ八

ン
ス

こ
の
よ
う
に
、
現
金
主
義
に
基
づ
い
た
現
行
の

公
会
計
制
度
の
下
で
は
、
基
金
の
叡
り
崩
し
は
歳

入
増
と
な
り
、
財
政
運
営
に
お
い
て
資
産
の
減
少

と
は
認
識
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
地
方
債
の
発
行
も

歳
入
増
と
な
る
が
、
負
債
の
増
加
す
将
来
の
歳
出

増
加
)
と
し
て
は
認
識
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

実
質
収
支
を
財
政
運
営
の
目
標
と
す
る
限
り
、
こ

う
し
た
ス
ト
ッ
ク
面
に
対
す
る
負
の
影
響
は
顧
み

ら
れ
ず
、
近
視
眼
的
な
帳
尻
あ
わ
せ
を
抑
止
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
実
質
収

支
の
誰
移
と
プ
ラ
イ
マ
リ

i
-
バ
ラ
ン
ス
の
推
移

を
比
較
す
る
こ
と
で
、
実
質
収
支
が
道
の
財
政
状

況
を
ど
の
く
ら
い
ミ
ス
リ
ー
ド
し
て
き
た
か
を
見

て
み
よ
う
。

プ
ラ
イ
マ
リ
!
・
バ
ラ
ン
ス
と
は
、
税
収
等
か

ら
歳
出
(
公
債
費
を
除
く
)
を
差
し
引
い
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
定
義
は

ω式
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
。

公
債
費
を
除
い
た
歳
出
が
、
税
収
な
ど
地
方
債
以

外
の
歳
入
で
賄
わ
れ
て
い
る
状
態
の
と
き
、
プ
ラ

イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン
ス
は
均
衡
し
て
い
る
と
い
う
。

プ
ラ
イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン
ス
日
税
収
等
l
公
積
費つd

除
く
歳
出

川
式
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
プ
ラ
イ
マ
リ

i
-

バ
ラ
ン
ス
で
は
地
方
僕
発
行
に
よ
る
資
金
の
調
達

や
基
金
の
取
り
麗
し
に
よ
る
繰
入
金
は
歳
入
と
し

て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
実
質
収

支
と
は
異
な
り
、
地
方
債
発
行
や
基
金
の
取
り
崩

し
と
い
っ
た
歳
入
確
保
の
た
め
の
操
作
が
、
プ
ラ

イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン
ス
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が

な
い
。
こ
の
た
め
、
実
質
収
支
よ
り
も
。
プ
ラ
イ
マ

リ
i
・
バ
ラ
ン
ス
の
方
が
、
財
政
状
況
を
判
断
す

る
指
標
と
し
て
は
適
切
で
あ
る
と
い
え
る
。
以
下
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で
は
、
こ
う
し
た
遣
い
が
そ
れ
ぞ
れ
の
指
標
の
推

移
に
ど
の
く
ら
い
の
差
異
を
生
み
出
し
て
き
た
の

か
を
僻
敵
す
る
。

図

3

3頁
)
は
、
道
一
般
会
計
の
実
質
収
支

と
プ
ラ
イ
マ
リ

1
・
バ
ラ
ン
ス
の
推
移
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。

1
9
8
5
年
度
か
ら

2
0
0
4
年

度
に
か
け
て
、
実
質
収
支
(
一
般
会
計
)
は
一
貫
し

て
黒
字
を
維
持
し
、

1
9
8
5
年
度
の

1
7
9
億

円
を
訟
け
ば
、
概
ね
鈎
億
円
土
却
億
円
の
水
準
で

推
移
し
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
プ
ラ
イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン
ス

は、

1
9
8
9
年
度
か
ら

1
9
9
4
年
震
に
か
け

て
は
黒
字
で
推
移
し
た
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
期

間
は
赤
字
と
な
っ
て
い
る
。
傾
向
的
に
は
、

1
9

8
5
年
度
か
ら
1
9
8
8
年
度
に
か
け
て
、
赤
字

幅
が
拡
大
し
た
が
、

1
9
8
9
年
度
に
は
黒
字
に

転
じ
、

1
9
9
1
年
度
に
は
観
察
期
間
中
で
最
大

の
黒
字
幅

(
l
2
3
8
億
円
)
に
達
し
た
。
し
か
し
、

1
9
9
2
年
度
以
降
、
プ
ラ
イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン

ス
は
再
び
悪
化
し
、

1
9
9
5
年
度
に
は
赤
字
へ

と
転
落
す
る
。
赤
字
一
瞬
の
拡
大
傾
向
は
そ
の
後
も

持
続
し
、

1
9
9
8
年
度
に
は
観
察
期
間
中
で
最

大
の
轟

3
5
7
0
億
円
に
至
っ
た
。

1
9
9
9
年

度
以
降
に
つ
い
て
は
、
赤
字
幅
が
縮
小
す
る
傾
向

に
あ
り
、

2
0
0
6
年
度
の
当
初
予
算
べ

i
ス
で

は
2
7
3億
円
の
黒
字
に
復
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
実
質
収
支
(
一
般
会
計
)
の
推
移

に
比
し
て
、
。
プ
ラ
イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン
ス
の
推
移

に
は
、
大
き
な
変
動
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
毎

年
の
プ
ラ
イ
マ
リ

1
・
バ
ラ
ン
ス
の
変
動
が
ど
の

よ
う
な
要
因
に
よ
っ
て
起
き
た
の
か
を
、
次
に
見

て
み
よ
う
。

プ
ラ
イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン
ス
を
、
そ
れ
を
構
成

す
る
蔵
入
・
歳
出
項
目
に
分
解
す
る
と
、
以
下
の

よ
う
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
(
注
4
)
。

プ
ラ
イ
マ
リ

1
・
バ
ラ
ン
ス

n
地
方
税
十
地
方
交

付
税
十
回
庫
支
出
金
十
そ
の
他
の
歳
入
(
地
方
債
、

繰
入
金
を
除
く
)
投
資
的
経
費
ー
そ
の
他
歳
出

(

公

債

費

、

積

立

金

を

除

く

)

刷

川
別
式
か
ら
、
歳
入
面
で
は
地
方
税
、
地
方
交
付

税
な
ど
の
増
加
が
プ
ラ
イ
マ
リ
i
-
バ
ラ
ン
ス
を

改
善
す
る
要
因
と
な
る
。
ま
た
、
財
源
項
目
と
し

て
地
方
交
付
税
と
国
庫
支
出
金
を
取
り
出
し
た
の

は
、
依
存
財
源
の
動
向
が
プ
ラ
イ
マ
リ

1
・
バ
ラ

ン
ス
に
及
ぼ
す
影
響
を
見
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ

以
外
の
財
源
項
目
は
「
そ
の
他
の
歳
入
」
と
し
て

ま
と
め
て
い
る
。
歳
出
面
に
か
か
わ
る
諸
項
目
は

い
ず
れ
も
、
そ
の
増
加
が
プ
ラ
イ
マ
リ
!
・
バ
ラ

ン
ス
を
悪
化
さ
せ
る
要
因
と
な
る
。
こ
こ
で
は
卯

年
代
に
施
さ
れ
て
き
た
景
気
対
策
の
影
響
を
考
慮

し
て
、
歳
出
か
ら
投
資
的
経
費
を
項
呂
と
し
て
取

り
出
し
、
そ
れ
以
外
の
支
出
項
目
は
「
そ
の
他
の

歳
出
」
と
し
て
括
っ
て
い
る
。

図

4

2寅
)
は
、
制
式
に
基
づ
い
て
、
。
フ
ラ

イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン
ス
の
変
動
(
前
年
度
差
)
を
要

因
分
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
き

わ
め
て
概
括
的
で
は
あ
る
が
、

1
9
9
9
年
度
を

境
に
、
プ
ラ
イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン
ス
の
変
動
要
因

に
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ

ち
、
プ
ラ
イ
マ
リ
!
・
バ
ラ
ン
ス
が
傾
向
的
に
悪

化
し
た

1
9
9
2
年
度
か
ら

1
9
9
8
年
度
に
か

け
て
は
、
歳
入
増
を
上
回
る
投
資
的
経
費
と
そ
の

ほ
か
の
歳
出
の
増
加
が
プ
ラ
イ
マ
リ

1
・
バ
ラ
ン

ス
を
悪
化
さ
せ
る
要
因
と
し
て
作
用
し
て
き
た
。

し
か
し
、

1
9
9
9
年
度
以
降
は
、
国
庫
支
出
金

や
地
方
交
付
税
な
ど
の
歳
入
が
減
少
す
る
中
で
、

そ
れ
を
上
回
る
歳
出
の
削
減
か
ら
。
プ
ラ
イ
マ
リ

i
-
バ
ラ
ン
ス
の
改
善
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
な
お
、
プ
ラ
イ
マ
リ
1

・

バ
ラ
ン
ス
の
赤
字
が
持
続
し
て
い
る
こ
と
は
、
先

に
見
た
と
お
り
で
あ
り
、
財
政
の
建
て
直
し
が
一

筋
縄
で
は
い
か
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

(注
4
)
こ
こ
で
の
プ
ラ
イ
マ
リ
!
・
バ
ラ
ン
ス
の
分
解
は
、

鷲
見
・
川
瀬

[
2
0
0
5
〕
に
依
る
。

前
舗
で
は
、
プ
ラ
イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン
ス
が
、

1
9
9
9
年
度
以
降
、
歳
入
減
を
上
陸
る
歳
出
の

削
減
に
よ
っ
て
改
善
す
る
方
向
に
あ
る
こ
と
、
し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
収
支
尻
は
依
然
と
し
て
赤
字

の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
プ
ラ
イ
マ
リ
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i
・
バ
ラ
ン
ス
の
赤
字
は
、
地
方
債
の
発
行
、
も

し
く
は
基
金
の
取
り
崩
し
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
財
源
対
策
は
、
ス
ト

ッ
ク
面
に
お
け
る
地
方
債
残
高
の
累
増
や
基
金
、
残

高
の
減
少
に
つ
な
が
る
。
事
実
、
道
は
プ
ラ
イ
マ

リ
i

-

バ
ラ
ン
ス
の
赤
字
を
こ
れ
ら
の
財
源
対
策

に
よ
っ
て
補
填
し
、
実
質
収
支
の
黒
字
を
維
持
し

て
き
た
(
財
政
再
建
団
体
へ
の
転
落
を
閥
避
し
て
き
た
)
。

し
か
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
い
ま
や
基
金
は
枯

渇
し
、
債
務
返
済
能
力
が
関
わ
れ
る
ほ
ど
に
(
リ

ス
ク
プ
レ
ミ
ア
ム
が
付
さ
れ
る
ほ
ど
に
)
道
債
残
高
が
膨

古車3寄贈麟と:Jt~鍾灘

ら
ん
で
い
る
(
凶

5
-
m頁

)

0

こ
こ
で
は
、
プ
ラ
イ
マ
リ
!
・
バ
ラ
ン
ス
と
要

返
済
債
務
残
高
の
関
係
か
ら
、
道
財
政
が
今
後
取

り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
財
政
再
建
の
規
模
を

試
算
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
財

源
対
策
が
財
政
再
建
の
規
模
と
ど
の
よ
う
な
関
係

に
あ
る
の
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
(
注
5
)
。

い
ま
、
円
期
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
予
算
制

約
式
を
以
下
の
よ
う
に
表
す
こ
と
と
し
よ
う
。

+
P
+
P
4
H
P十
円
一
)

(5) 

特集

こ
こ
で
、
は
付
期
の
税
収
な
ど
地
方
債
発
行

や
基
金
の
取
り
崩
し
以
外
の
歳
入
、
ロ
は
二
期
末

の
債
務
残
高
、
ロ
z
は
前
期
末
の
債
務
残
高
、
出
向

は
件
一
期
の
公
債
費
以
外
の
歳
出
、
門
は
利
子
率
で

あ
る
。
こ
の
同
式
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
変

形
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

~\ 

ト4

同
)
ロ
ユ
川
川
、
F

D

A

ヒコ

(6) 

一
方
、
プ
ラ
イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン
ス
司
悶
円
に
つ

い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

可
出
{
山
川

(7) 

i
p
 

し
た
が
っ
て
、
川
式
は
以
下
の
よ
う
に
表
す
こ

と
が
で
き
る
。

(
戸
十
円
)
ロ
門
司
け
け
耳
山
片
!
?
ロ

(8) 

さ
ら
に
、
こ
の
式
を
展
開
す
れ
ば
、

U 

「コ
亡百
十

U 

~I 
℃ 
∞ 
十

十 1>-
~I 

勺

∞ 

(9) 

と
な
る
か
ら
、
こ
れ
を
。
期
か
ら
無
限
先
ま
で
定

し
合
わ
せ
て
い
く
と
、

。
~ M 8 
/ ー ¥

+1 ド~
'"1 I 

¥-----ノ

℃ 
∞ 
+ 

~[ 
/'ー~¥
ド~I

十 !衿吟

吋!

¥、一-----

U 

(10) 

と
な
る
。
同
式
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
。
期
を

現
在
と
す
る
と
、
現
在
の
債
務
残
高
は
、
将
来
の

プ
ラ
イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン
ス
黒
字
の
割
引
現
在
価

値
で
返
済
す
る
と
、
無
限
先
の
将
来
に
は
観
引
現

在
価
値
に
し
て
右
辺
第

2
項
だ
け
残
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
右
辺
第
2
項
に
つ
い
て
同

式
を
整
序
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

8 a 
/一『¥

ド~I

+1ド吋

'"1 I 

¥---------' 

ピコ
11 
c 
cコ

_ M 8 
/一一¥

Z ト
¥~町一../

℃ 
己む

現
在
の
財
政
運
営
が
今
後
も
続
く
も
の
と
し
て

プ
ラ
イ
マ
リ

1
・
バ
ラ
ン
ス
存
二
定
と
す
れ
ば
、

同
式
は
次
式
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
。

門
戸
(
作
)
F
P
H
U
-
-
J
P

す
な
わ
ち
、
同
式
の
右
辺

?
i市出¥門〉
O

な
ら

ば
、
現
在
の
財
政
運
営
を
続
け
れ
ば
、
無
限
先
の

将
来
に
お
い
て
も
返
済
し
き
れ
な
い
損
務
が
残
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
一
方
、
口
。
l
市
出
¥
吋
〈
O

で
あ

れ
ば
、
債
務
を
返
済
し
て
も
な
お
、
無
限
先
の
将

来
に
は
資
金
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
財
政
が
持
続
可
能
で
あ
る
た

め
に
は
、
現
在
の
債
務
残
高

50)
か
ら
。
プ
ラ
イ

マ
リ
i
-
バ
ラ
ン
ス
の
割
引
現
在
価
値

(
g
p
)

を
差
し
引
い
た
値
が
鎮
ま
た
は
ゼ
ロ
に
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
、
財
政
再
建
規
模
の
試
算
に
当
た
っ
て
、

地
方
自
治
体
が
あ
る
時
点
に
お
い
て
返
済
す
べ
き )

 

1
1
A
 

1
B
よ(
 

(12) 
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債
務
の
残
高
を
定
義
し
て
お
こ
う
。
発
生
主
義
ベ

ー
ス
で
と
ら
え
る
と
、
地
方
自
治
体
に
と
っ
て
返

済
す
べ
き
積
務
は
地
方
債
残
高
に
加
え
て
、
債
務

負
担
行
為
額
を
考
怠
す
る
必
要
が
あ
る
。
債
務
負

担
行
為
は
、
次
年
度
以
降
に
支
払
い
が
発
生
す
る

が
契
約
は
当
該
年
度
に
し
て
い
る
た
め
、
発
生
主

義
の
観
点
か
ら
は
当
該
年
度
の
債
務
と
し
て
認
識

す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
試
算
で

は
デ

i
タ
上
の
制
約
か
ら
、
債
務
負
担
行
為
額
を

除
い
て
い
る
。

他
方
で
、
地
方
自
治
体
が
抱
え
る
債
務
は
、
地

方
自
治
体
が
保
有
す
る
資
産
に
よ
っ
て
も
返
済
可

能
で
あ
る
。
地
方
自
治
体
に
と
っ
て
債
務
返
済
に

充
当
で
き
る
基
金
は
資
産
で
あ
り
、
こ
れ
を
債
務

か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
実
質

収
支
が
黒
字
の
場
合
に
は
、
翌
年
度
の
返
済
財
源

と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
を
考
悲
し
て
、
試
算
で
は
年
度
末
に
お

け
る
要
返
済
債
務
残
高
を
、
以
下
の
よ
う
に
定
義

す
る
。

要
返
済
債
務
残
高
H
地
方
債
残
高
i
基
金
残
高

実

質

収

支

同

な
お
、
こ
こ
で
の
試
算
で
は
、
地
方
債
残
高
、

実
賢
収
支
共
に
一
般
会
計
を
べ

i
ス
と
し
て
い
る
。

同
式
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
地
方
債
発
行
に
よ

る
地
方
債
残
高
の
増
加
と
、
基
金
の
車
り
崩
し
に

よ
る
基
金
残
高
の
減
少
は
要
返
済
債
務
残
高
を
増

加
さ
せ
る
方
向
に
作
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方

債
の
活
用
や
基
金
の
活
用
に
よ
る
財
源
対
策
を
行

え
ば
、
要
返
済
債
務
残
高
は
増
加
す
る
。

以
下
で
は
、
先
に
定
義
し
た
要
返
済
債
務
残
高

?
と
プ
ラ
イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン
ス
の
割
引
現
在

価
値
沼
w
¥
吋
と
の
関
係
か
ら
、
道
財
政
の
債
務
返

済
能
力
を
評
価
す
る
。
道
の
債
務
返
済
能
力
を
表

す
指
標
と
し
て
、
要
返
済
債
務
残
高
か
ら
プ
ラ
イ

マ
リ
1

・
バ
ラ
ン
ス
の
割
引
現
在
価
値
を
差
し
引

い
た
も
の
を
「
財
政
再
建
規
模
」
と
定
義
す
る
。

財
政
再
建
規
模
日
要
返
済
債
務
残
高
i
プ
ラ
イ
マ

リ
i
・

バ

ラ

ン

ス

の

割

引

現

在

価

値

凶

財
政
再
建
規
模
が
正
(
つ
ま
り
、
口
。
刷
出
円
¥
〉
O
)

の
場
合
、
現
在
の
財
政
運
営
の
下
で
は
債
務
の
返

済
は
間
難
で
あ
り
、
将
来
に
お
い
て
財
政
が
破
綻

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
方
、
財
政
再
建
規
模

が
負
ま
た
は
ゼ
ロ
(
つ
ま
り
、

0
1
3
¥払
。
)
の
場

合
は
、
現
在
の
財
政
運
営
の
下
で
領
務
の
返
済
が

可
能
で
あ
り
、
財
政
は
持
続
可
能
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。

た
だ
し
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
プ
ラ
イ
マ
リ

!
・
バ
ラ
ン
ス
の
水
準
は
毎
年
度
の
財
政
運
営
の

如
何
に
よ
っ
て
大
き
く
変
動
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
こ
で
は
、
中
期
的
な
財
政
運
営
の
ト
レ
ン
ド
を

と
ら
え
る
た
め
に
、
プ
ラ
イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン
ス

の
3
年
度
移
動
平
均
を
用
い
て
い
る
。

表
2
(
お
頁
)
に
は

1
9
9
0
年
度
か
ら

2

0

0

4
年
度
に
か
け
て
の
プ
ラ
イ
マ
リ
i
-
バ
ラ
ン

ス
と
そ
の
割
引
現
在
価
値
、
要
返
済
債
務
残
高
、

財
政
再
建
規
模
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
道
財
政
の
再
建
規
模
は
、

1
9
9
2
年
度
以

降
、
拡
大
す
る
傾
向
に
あ
り
、
特
に

1
9
9
2
年

度
か
ら

1
9
9
9
年
度
に
か
け
て
は
、
プ
ラ
イ
マ

リ
1
・
バ
ラ
ン
ス
の
悪
化
を
受
け
て
、
財
政
再
建

の
規
模
は
急
速
に
膨
ら
ん
で
い
る
。
そ
の
後
、

2

0
0
0
年
度
入
り
後
の
当
初
3
年
間
に
お
い
て
は

幾
分
改
善
す
る
傾
向
も
見
ら
れ
た
が
、

2
0
0
3

年
度
に
は
再
び
拡
大
に
転
じ
、

2
0
0
4
年
度
末

時
点
で
の
財
政
再
建
規
模
は
こ
れ
ま
で
で
最
大
の

規
模
と
な
っ
て
い
る
。
尤
も
、
プ
ラ
イ
マ
リ

1
・

バ
ラ
ン
ス
の
割
引
現
在
錨
値
(
表
2
の
プ
ラ
イ
マ
リ

l

・
バ
ラ
ン
ス
(
喝
さ
)
の
値
は
、
割
引
率
と
し
て
用

い
る
指
標
と
そ
の
水
準
の
如
何
で
大
き
く
異
な
る

こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な

お
、
プ
ラ
イ
マ
リ
1

・
バ
ラ
ン
ス
の
赤
字
が
持
続

す
る
中
で
、
要
返
済
債
務
残
高
が
膨
張
し
、
財
政

再
建
の
規
模
が
拡
大
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
銘
記
さ

れ
て
よ
い
。

最
後
に
、
先
に
み
た
財
源
対
策
と
財
政
再
建
規

模
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
図

6

(
却
さ
に
は
、
財
政
健
全
化
債
が
初
め
て
発
行
さ

れ
た

2
0
0
0
年
度
か
ら
2
0
0
4
A
年
度
ま
で
の

関
係
が
散
布
図
で
示
し
て
あ
る
。
観
察
期
間
は
短
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い
も
の
の
、
両
者
の
聞
に
は
比
例
的
な
関
係
が
み

ら
れ
、
財
源
対
策
の
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
、

財
政
再
建
規
模
が
拡
大
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
道
は
財
源
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
で

実
質
収
支
の
水
準
を
押
し
上
げ
、
財
政
再
建
団
体

へ
の
転
落
と
い
う
当
面
の
危
機
を
回
避
し
て
き
た

が
、
他
方
で
は
、
そ
の
副
作
用
と
し
て
財
政
危
機

を
よ
り
深
刻
化
さ
せ
て
き
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

(注
5
)
本
節
に
お
け
る
議
論
の
枠
組
み
は
、
土
居

[
2
0

に
依
拠
し
て
い
る
。

O 轄
す
び

地盟関審議裂とj島義審議室

本
稿
で
は
、
実
質
収
支
の
黒
字
維
持
を
目
標
と

し
、
表
面
上
の
帳
尻
あ
わ
せ
を
繰
り
返
し
て
き
た

道
の
財
政
運
営
の
実
態
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と

試
み
て
き
た
。
概
括
的
か
つ
暫
定
的
で
は
あ
る
が
、

こ
こ
で
の
観
察
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
を
、
ひ
と
ま

ず
摘
記
し
て
お
こ
う
。

第
1
に
、
道
の
財
政
は
実
質
収
支
を
指
標
と
し

て
運
営
さ
れ
て
お
り
、

1
9
9
0
年
代
以
降
の
財

政
運
営
で
は
、
財
政
再
建
団
鉢
へ
の
転
落
と
い
う

当
面
の
危
機
を
鴎
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

実
質
収
支
が
操
作
さ
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
道
債
の
発
行
や
基
金
の
取
り
崩
し
と
い
っ
た

財
源
対
策
の
実
施
と
、
そ
れ
に
よ
る
実
質
収
支
水

準
の
押
し
上
げ
を
通
し
て
、
財
政
再
建
団
体
へ
の

転
落
を
回
避
し
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

特集

第
2
に
、
財
政
運
営
指
標
と
し
て
の
実
質
収
支

は
財
政
状
態
を
的
確
に
は
表
現
し
て
お
ら
ず
、
こ

れ
を
過
度
に
重
視
す
る
こ
と
は
、
財
政
運
営
を
ミ

ス
リ
ー
ド
す
る
懸
念
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
実
質

収
支
よ
り
も
、
資
産
・
負
債
の
状
況
と
密
接
に
連

関
し
た
プ
ラ
イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン
ス
(
基
礎
的
な
財

政
収
支
)
を
活
用
す
る
方
が
、

1
9
9
0
年
代
に

生
じ
た
道
現
政
の
悪
化
を
よ
り
正
確
に
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
第
3
に
、
プ
ラ
イ
マ
リ

i
・
バ
ラ
ン

ス
の
赤
字
が
持
続
す
る
中
で
、
道
債
や
基
金
を
活

用
し
た
財
源
対
策
を
行
え
ば
行
う
ほ
ど
、
道
の
債

務
残
高
が
膨
ら
み
、
今
後
取
り
組
む
べ
き
財
政
再

建
の
規
模
が
拡
大
に
向
か
う
こ
と
が
推
測
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、

1
9
9
0
年
代
以
降
の
財
政
収

支
の
悪
化
に
対
し
て
、
道
は
財
源
対
策
を
繰
り
返

し
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
当
面
の
危

機
(
財
政
再
建
自
体
へ
の
転
落
)
を
回
避
す
る
上
で
は

一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ

て
危
機
的
な
財
政
が
健
全
化
に
向
か
う
こ
と
は
な

く
、
む
し
ろ
要
返
済
債
務
残
高
の
増
大
か
ら
、
財

政
危
機
を
よ
り
一
層
深
刻
化
さ
せ
て
き
た
。
換
一
一
目

す
る
な
ら
ば
、
財
源
対
策
に
よ
っ
て
当
面
の
危
機

を
回
避
す
る
一
方
で
、
よ
り
抜
本
的
な
財
政
再
建

を
今
日
ま
で
先
送
り
し
て
き
た
と
解
す
る
こ
と
も

で
き
る
。
確
か
に
、
地
方
交
付
税
や
悶
庫
支
出
金

な
ど
歳
入
面
で
の
減
少
を
構
う
形
で
、
投
資
的
経

費
や
そ
の
他
の
歳
出
の
抑
制
が
菌
ら
れ
、
結
果
的

に
は
、
プ
ラ
イ
マ
リ

1
・
バ
ラ
ン
ス
の
赤
字
幅
の

縮
小
に
は
つ
な
が
っ
た
も
の
の
、
ホ
字
か
ら
の
脱

却
は
未
だ
達
成
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、

こ
れ
ま
で
の
歳
入
・
歳
出
の
項
目
ご
と
に
計
上
金

額
を
精
査
す
る
よ
う
な
構
造
改
革
の
進
め
方
と
は

異
な
る
、
解
体
的
な
タ
ー
ン
ア
ラ
ウ
ン
ド
が
必
要

と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
問
題
は
、
現
行
の

地
方
針
政
制
度
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
て
い
る
側
面

も
見
逃
せ
な
い
。
地
方
債
の
元
利
償
還
に
対
す
る

地
方
交
付
税
措
援
な
ど
、
「
暗
黙
の
政
府
保
証
」

の
斉
在
が
地
方
自
治
体
の
期
政
規
律
を
弛
緩
さ

せ
、
結
果
と
し
て
、
地
方
財
政
の
再
建
を
先
送
り

す
る
方
向
に
誘
っ
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
財
政
再
建
制
定
の
指
擦
と
し
て

実
質
収
支
比
率
を
用
い
て
い
る
現
行
制
度
の
下
で

は
、
財
政
再
建
を
先
送
り
す
る
こ
と
が
地
方
自
治

体
に
と
っ
て
痛
み
の
伴
わ
な
い
合
理
的
な
選
択
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
前
政
再
建
の
先
送
り
は
、

さ
ら
な
る
財
政
再
建
規
模
の
拡
大
を
招
く
た
め
、

財
源
対
策
の
活
用
に
境
律
を
与
え
る
よ
う
な
制
度

改
革
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
道
財
政
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
現
在
の
プ
ラ
イ
マ
リ
i
-

バ
ラ
ン
ス
の
水
準
を
以
て
し
て
は
、
要
返
済
債
務

残
高
を
償
還
し
き
れ
な
い
自
治
体
(
事
実
上
の
財
政

破
綻
団
体
)
に
対
し
て
は
、
債
務
調
整
を
含
む
破
綻

法
制
の
枠
組
み

w

つ
く
り
が
急
が
れ
る
。
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財
政
運
営
の
ミ
ス
リ

i
ド
に
よ
っ
て
膨
ら
ん
だ

道
債
残
高
は
、

2
0
0
6
年
度
末
の
児
込
み
で
、

道
民

1
人
あ
た
り
お
よ
そ
mm
万
円
に
も
及
ぶ
。
道

知
事
や
道
議
会
の
責
任
を
陪
う
こ
と
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
道
財
政
の
危
機
は
、
彼
ら
を
選
ん
だ
私

た
ち
一
人
一
人
が
招
い
た
問
題
で
も
あ
る
。

(単位億円)
1999年度

2日G-D1年17度母7083g00 E 

2002年度 2003年 x 2004年度 2005年絞 2006年佼 2007年度 2008年疫 2009年波 2010年度 2011年波 2012年llI:2013年度 2014年度

輔霊2
800 

方針j 300 戸 1，010
1.190 1.190 1.260 1.020 

1.380 1.340 1.340 1.230 1，030 820 510 190 90 
1.720 1.530 1，690 1，760 2，010 2，070 向 2，030 ー2，110 2，280 2，380 2，370 

譲住 400 750 500 知 310 ω190 180 90 40 150 
200502 f道財政立て直しプランIのロ リング 1.550 1.440 1.640 1.810 ω2.060 2.200 2，270 2，200 2.310 2.4 ー2，540

r;監財政立て誼しブうンJのロ リング(集中討議後) ー1.500 1.750 2，070 2，010 1.970 1.900 -1.890 -1.7 1.740 ー1，580
200509 「財政立て直しプランjの見取し

護巨翠
2.400 

200602 r.君臨の中長j出収支試算j

600 490 480 240 230 270 200 -20 
資料出所 }J http://www.prefhokkaido.!p;.jp/sm/zsi/index 

表2道財政の再建規模(試算結果)

{
参
考
文
献
}

-
金
子
し
の
ぶ

〔

2
0
0
5〕

(単位億円)

可
み
ず
ほ
レ
ポ
ー
ト
・
地
方

年度
プライマリー賓 プライマリー・ 財政再建
バランス バランス(py) 規綾

1990 826 3.867 17，618 13，751 
1991 1，238 18，884 17.512 -1.372 
1992 453 17，130 18.201 1.071 
1993 172 12，937 19，321 6.384 
1994 62 4，734 20.623 15.889 
1995 -2，652 -17，156 24，556 41.712 
1996 -1，714 -32.494 27.736 60.230 
1997 -2，705 -58，052 31.801 89.853 
1998 -3.570 -73，915 36，873 110.788 
1999 -1.948 -83.238 40.029 123，267 
2000 -1.144 -72.737 42.345 115，082 
2001 一1，123 -50.087 45.011 95，098 
2002 -1，512 一32，026 48.502 80，528 
2003 一1，382 -58，983 51.089 110.072 
2004 -822 -101，906 53，033 154.939 
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改
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俄
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問
題
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一
考
察
」
「
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か
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政
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研
究
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自
治
研
修
所
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d
p
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に
d
1
i
F
b
E
F
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報
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冊
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号

北
海
議
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済
連
合
会
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2
0
0
6
〕
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海
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状
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踏
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図1実箆収支と財源対策の押し上げ効果

2000 

年度

コ墓金の，否問乞コ地方僚の沼m叫。住池袋質収支比率・吋缶四財源対繁の押し上げ効柴

デ-9出所)総務省ホームベジ「地方財政の状況Jhttpμ肌川 soumu.go. jpjiken/zaisei. html 

~2 基金残高の捻移
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年度末

図財政設笠基金口滋償義金口議綴 おむ設進基金包;A'ilUj-t芸包機運基金の務立保留分

ヂ一世出所)北海道公報号外別冊『財政状況』各号

図3プライマリー・バランスと実質収支( 般会計)の推移
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-ー+・・・プライマリーリ、ランス加吋長…実質収支(一般会計) デ-9出所)北海道公報告号外~IJ冊『財政状況』各号

関4 プライマリー・バランスの変動要因対前年度差
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デ ヲ出所)北海道公報号外~IJ冊『財政状況』各号
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図5道官主残高の綾移
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デー空白所)北海道公報号外別冊『財政状況』各号

図6財源対策と財政再建規模の関係(2000-2004年度)
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